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八

号

令

和

六

年

四

月

二

十

六

日

(

金
曜
日)

目

次

規

則

○
岐
阜
県
立
自
然
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

環
境
生
活
政
策
課)

一
八
五
ペ
ー
ジ

公

示

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(

図

書

館)

一
八
六

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
認
可

(

中
濃
農
林
事
務
所)

一
八
六

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

(

飛�
農
林
事
務
所)

一
八
七

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
認
可

(

同

)

一
八
七

規

則

岐
阜
県
立
自
然
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
六
年
四
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
四
十
号

岐
阜
県
立
自
然
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
立
自
然
公
園
条
例
施
行
規
則(

昭
和
四
十
年
岐
阜
県
規
則
第
二
十
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
第
二
項
中｢

次
に
掲
げ
る
書
類｣

の
下
に｢(

運
輸
施
設
に
関
す
る
公
園
事
業
に
あ
つ
て
は
、

第
四
号
に
掲
げ
る
書
類
を
除
く
。)｣

を
加
え
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

第
十
六
条
第
四
項
中｢

な
っ
て
い
る｣

を｢

な
つ
て
い
る｣

に
、｢

前
項
各
号｣

を｢

第
二
項
各
号｣

に
改
め
る
。

第
十
九
条
第
一
項
第
十
号
の
十
中｢

設
備
の｣

を｢

工
作
物(

当
該
電
柱
の
色
彩
と
同
等
と
認
め
ら

れ
な
い
電
柱
の
支
柱
を
除
く
。)

の
新
築
、｣

に
改
め
、
同
項
第
十
号
の
十
三
中｢

防
除｣

の
下
に｢

若

し
く
は
当
該
防
除
に
係
る
調
査｣

を
加
え
、
同
項
第
十
号
の
十
五
中｢

た
め
に｣

を｢

目
的
で｣

に
、

｢
又
は
当
該
公
園｣

を｢

、
当
該
公
園｣

に
改
め
、
同
項
第
二
十
三
号
中｢

こ
と｣

の
下
に｢(

正
当

な
理
由
が
な
く
て
行
う
場
合
を
除
く
。)｣

を
加
え
、
同
項
第
二
十
六
号
中｢

森
林｣

の
下
に｢

、
牧
野
、

草
原
若
し
く
は
農
地｣

を
加
え
、
同
項
第
二
十
六
号
の
二
中｢

防
除｣

の
下
に｢

又
は
当
該
防
除
に
係

る
調
査｣

を
加
え
、
同
項
第
二
十
九
号
の
三
十
二
中｢

の
規
定
に
よ
る｣

を｢

に
規
定
す
る
実
施
計
画

に
従
つ
て
実
施
す
る｣
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
の
六
第
三
項
第
一
号
中｢

以
上｣

を｢

程
度｣

に
改
め
る
。
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発
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令
和
六
年
四
月
二
十
六
日



別
記
第
十
四
号
様
式
の
三
注
第
二
号
中｢よ

っ
て
｣

を｢よ
つ
て
｣

に
改
め
、
同
様
式
注
第
三
号
中

｢以
上
｣

を｢程
度
｣

に
改
め
、
同
様
式
注
第
四
号
中｢及

び
､
｣

を｢及
び
｣

に
改
め
、
同
様
式
注

第
六
号
中｢当

た
っ
て
｣

を｢当
た
つ
て
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
十
四
号
様
式
の
五
注
第
三
号
中｢以

上
｣

を｢程
度
｣

に
改
め
、
同
様
式
注
第
五
号
中｢当

た
っ
て
｣

を｢当
た
つ
て
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

公

示

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
六
年
四
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
購
入
物
品
の
名
称
及
び
数
量

岐
阜
県
図
書
館
で
使
用
す
る
電
気
(予
定
数
量
)

1,468,800k

W
h

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
令
和
６
年
１
月
25日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
令
和
６
年
３
月
６
日

５
落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名
東
京
都
中
央
区
八
重
洲
二
丁
目
２
番
１
号

株
式
会
社
Ｆ
Ｐ
Ｓ

代
表
取
締
役
洞
洋
平

６
落
札
金
額
37,293,127円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
図
書
館
総
務
課

�
所
在
地
岐
阜
市
宇
佐
四
丁
目
２
番
１
号

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
六
年
四
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量
岐
阜
県
図
書
館
図
書
購
入
業
務
に
係
る
基
本
契
約
一
式

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
令
和
６
年
２
月
２
日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
令
和
６
年
３
月
13日

５
落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所
岐
阜
県
書
店
商
業
組
合

代
表
理
事
木
野
村
匡

岐
阜
市
坂
井
町
二
丁
目
４
番
地

６
落
札
金
額

998円
(本
体
価
格
1,000円

(消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
相
当
額
を
加
算
し
て
い
な

い
額
)
の
図
書
に
対
す
る
額
(装
備
代
及
び
ロ
ー
カ
ル
デ
ー
タ
代
を
含
む
｡)
(消
費
税

及
び
地
方
消
費
税
相
当
額
を
加
算
し
て
い
な
い
額
))

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
図
書
館
企
画
課
資
料
係

�
所
在
地
岐
阜
市
宇
佐
四
丁
目
２
番
１
号

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
認
可

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土

地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
六
年
四
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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四
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一
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認

可

年
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日



○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
八
項
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
六
年
四
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

退
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

退

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

日
面
用
水

土
地
改
良

区

令
和�･��･��
理
事

向

畑

英

紀

高
山
市
朝
日
町
見
座

一
一
六
六
番
地
一

就
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

就

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

日
面
用
水

土
地
改
良

区

令
和�･�･�
理
事

清

水

健

二

高
山
市
朝
日
町
見
座

七
五
八
番
地
一

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
認
可

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土

地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
六
年
四
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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令
和
六
年
四
月
二
十
六
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


